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研究成果の概要（和文）：本研究においては、主として不動産取引の場面を念頭においた上で、

債権行為である売買契約に基づいて物権変動の効果が直接的に発生すると解するわが国の判例

および通説の見解に対して疑問を投げかけ、わが国においてもなお物権行為の独自性の意義に

ついて論じる可能性およびその必要性が存在することについて、ドイツ法を比較対象としなが

ら検討を行った。

その結果、わが国においては、債権行為である売買契約とは別個に、代金支払い等の時点に

物権行為がなされたものとした上で、その時点で物権変動の効果が発生するものと解する見解

が、依然として説得力のある点を含んでいるのに対して、ドイツにおいては、逆に、物権行為

概念の存在を否定するという見解も存在しているということが判明した。

これらの事実は、物権行為概念について依然としてその存在の当否に関して検討する余地が

残されていることを明らかにしていると同時に、わが国における物権と債権の峻別という、当

然のこととして是認されていた理論に対しても懐疑的な目を向けるきっかけを与えるものであ

ると評価しうることを明確にしている。

研究成果の概要（英文）：In this study, chiefly after keeping the scene of the real estate
deal in mind, the doubt was thrown on the understood judicial precedent and the opinion
of the common opinion of our country, that the effect of the real right change is generated
immediately based on the bargain that is the claim act, it was examined that the
possibility of discussing an original meaning of the real right act and the necessity
existed in our country, while making a German law an object of comparison.

As a result, it turned out that the opinion thought to generate the effect of the real
right change besides the bargain that is the claim act, at the time of the real right
act performed at the time of the payment of the price etc., includes a still persuasive
point in our country, on the other hand, the opinion of denying the existence of the real
right act concept oppositely exists in Germany.
These facts can be evaluated that the chance to turn skeptic eyes to the theory of sharp

distinction of the real right and the claim in our country that has been approved as a
matter of course is given, at the same time as clarifying that the possibility of still
examining the suitability of the existence about the real right act concept has been left.
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１．研究開始当初の背景

わが国の民法典は、その編別構成として

パンデクテンシステムを採用している。そ

の特徴の一つとして、物権概念と債権概念

が明確に峻別されていることを挙げるこ

とが許されるだろう。この点につき、物権

および債権のそれぞれの変動が生じる要

件として、別々の行為が要求されるべきな

のか否かという問題に関しては、これまで、

とりわけ物権変動の場面において物権行

為の独自性を肯定するべきか否かという

定式の下で議論が行われてきた。

しかしながら、この定式は、物権変動の

要件として形式を要するか否か、物権変動

が生じる時期はいつかなどといった、ひと

まずそれぞれ別個の問題として把握され

ることが許される諸問題と一体的に論じ

られるようになり、さらには、物権変動論

と題される民法 176～178 条の解釈論とし

て、わが国の民法学界において最も華々し

く、かつ、最も混迷を極めた論争の一つに

吸収されていった。

本来、物権行為の独自性を巡る議論と、

物権変動論におけるその他の議論は区別

され得る性格を有している。その限りにお

いては、わが国の議論が物権変動論として

統一的な理論を提供しようとする試みに

引き付けられ過ぎた点を直視し、その傾向

に再考されるべき余地があることを認識

する必要があるように思われる。すなわち、

直接、物権行為の独自性を物権変動論の場

面においても貫徹するべきか否かという

問いを立て、そして、その問いに正面から

答える試みがなされる必要があろう。

それに対して、わが国における物権変動論

の過程を無視することもまた許されない

と思われる。つまり、意思主義と形式主義

の対立をめぐる議論や、物権変動が生じる

時期に関する議論と共に、民法 176 条の解

釈論に内在する具体的な問題の一つとし

て、同条の意思表示を物権的意思表示と解

するべきか否かという問いについて検討

する必要性も存在するのである。

しかし、以上のような物権行為概念に関

する問いを立てることが承認されるとし

ても、すでにその問題は一定の結論に到達

し、議論は収束しているとの反論が予想さ

れる。すなわち、物権変動の場面において、

とりわけ、不動産所有権の移転の場面にお

いて、物権行為の独自性を否定する見解が

通説として落ち着いているとの理解であ

る。

たしかに、所有権の移転の場面のように、

前提として売買契約などの債権行為が存

在する場合には、理論構成の当否はひとま

ず措くにしても、債権行為としての契約の

中に所有権移転の意思表示も含まれると

するなどの解釈を通じて、物権変動の発生

を認めることも可能であろう。しかしなが

ら、抵当権が設定される場面のように、債

権行為を前提とすることが困難な場合に

は、抵当権の設定という行為は物権行為で

あると評価する他はないのではなかろう

か。そのような理解が可能であるとすると、

物権変動という同一の枠内で検討される

べき問題である、所有権の移転の場面と抵

当権の設定の場面において、前者について

は物権行為の独自性を否定し、後者につい

ては物権行為概念を肯定するという解釈

に対しては、矛盾であるとの評価を下さざ



るを得ない。

２．研究の目的

そこで、本研究の目的として、以下の諸

点を設定した。すなわち、不動産物権変動

という枠組みの中で物権行為概念を債権

行為としての契約と別個独立に観念する

ことが必要なのか否かという問題に関し

て、理論上および実務上それぞれの観点か

ら、序論的な考察を加えるということであ

る。

そもそも、物権債権峻別論を前提とする

物権行為概念を正確に把握するためには、

それを確立したサヴィニー（Savigny）の

法理論を中心として、その前後のドイツに

おける歴史的展開過程を詳細に跡付ける

ことが必要である。そしてその上で、わが

国の民法理論にどのような影響を与えた

のかということを検討しなければならな

い。

まずは、その前提作業として、不動産物

権変動という具体的な場面を措定して、わ

が国における物権行為概念の必要性の有

無について検討を加え、主として、今後の

物権行為に関する研究全体にわたる問題

意識を醸成することに集中することとし

た。とりわけ、研究代表者のこれまでの研

究成果との連続性を意識しつつ、物権行為

と債権行為の理論的関係を明らかにする

ことを目的として行う予定である、今後の

研究作業の基礎を築くことを目的とした。

３．研究の方法

具体的な研究の方法として、まず、これ

まで不動産所有権の移転時期として論じ

られてきた問題を素材としながら、わが国

において物権行為概念がどのように性質

決定されてきたのかという点に関して確

認作業を行った。続いて、物権行為概念の

必要性について、理論的な側面からの考察

として民法の体系との整合性という観点

から検討を加え、さらに、実務的な側面か

らの考察として、当事者意思の探求を行っ

た。これらの作業を通じて、債権行為とし

ての契約と概念上明確に区別され得る物

権行為という概念がはたして存在するの

か、また、存在するとしてもその必要性が

あるのかという問いに対する一定の答え

を導き出すことができると考えられたか

らである。

また、物権行為概念は、物権債権峻別論

を前提としたパンデクテンシステムを法

典体系として採用していなければ、原則と

して観念される余地がない。したがって、

日本と同様に同システムを採用している

ドイツ法が、主たる比較対象となる。ドイ

ツにおいては物権行為概念の独自性は当

然のこととして認められていると解する

のが、今日までの日本側からの理解である

が、本当に現在のドイツ法においてもその

ようなことが言えるのか。ドイツおいて物

権行為の独自性に対して疑問を投げかけ

る声は存在しないのか。

これらの点を明らかにすることによっ

ても、わが国における物権行為概念を検討

するにあたっての示唆をえることができ

るであろうと考えられた。

４．研究成果

本研究においては、まず、不動産物権変

動の場面を基軸としながら、わが国におい

ても債権行為としての契約とは別個に物

権行為概念を措定するべきか否かについ

て、理論的および実務的な観点から検討を

加えた。

その作業の端緒として、まず、わが国に

おける判例および学説の検討を行ったと

ころ、わが国における物権行為の独自性を

めぐる議論の特殊性が明らかとなった。す

なわち、物権行為をめぐる問題は、これま



で、物権変動が生じる時期の問題と密接に

関連付けられつつ論じられてきたのであ

る。しかしながら、両者は区別して論じら

れるべき性質を有しているという点を、今

日においては指摘することができる。

そこで、次に課題とされるべきなのは、

物権行為概念の必要性について直接的に

検討を行うことである。理論的な問題とし

て浮上してくるのは、わが国の民法典との

整合性の問題であり、実務的な問題として

は、取引当事者の意思を挙げることができ

る。前者については、わが国の民法典が物

権債権峻別論を前提とするパンデクテン

システムを採用している点、後者について

は、外部的徴表が実務において重要視され

ている点を、それぞれ物権行為概念を措定

することの必要性の根拠として見出すこ

とができた。

そして、不動産取引における物権と債権

の関係性について、意思と形式の両面から

検討を行った。具体的には、意思の面とし

て物権行為の問題を検討し、形式の面とし

て仮登記の問題を検討することを通じて、

物権と債権の境界が曖昧なものになって

いることを明らかにした。

とりわけ、物権行為の問題に関しては、

サヴィニーの見解を中心に分析を行った。

サヴィニーの意思理論によれば、個人は、

物的権利または人的権利を行使すること

ができるのであり、その論理的帰結として、

物的権利と人的権利を発生させるための

それぞれ異なる意思が存在しなければな

らないことになる。したがって、サヴィニ

ーにとっては、概念的で形式的な理由がそ

もそも存在したといえる。

しかし、同時に彼の理論は批判の対象と

もなっている。すなわち、サヴィニーがロ

ーマ法を分離主義と無因主義の源として

考えていた点、または、少なくとも源とな

る法制度を意図的に選択していた点は、サ

ヴィニーの誤りであったとされている。と

いうのも、ローマ法には、いわゆる物権契

約概念は存在していなかったからである。

また、意思理論から分離主義と無因主義を

導き出すことも困難であるとされている。

このような観点からすれば、物権行為と

債権行為の理論的関係を解明するための

今後の課題として、意思理論や法律行為論

一般との関係、さらには契約法理論との接

合など、多岐にわたる問題点が残されてい

ることになる。

本研究の成果として、雑誌論文を１件、

著書２冊を公表し、さらに、ドイツにおい

て研究報告を２度にわたって行った。

しかし、この問題に関して残された課題

は多い。不動産物権変動の局面に焦点を絞

ったとしても、意思の観点から、物権行為

と債権行為の関係性について検討する必

要があるであろうし、形式の観点からは、

登記によって生み出される法的効果につ

いてより詳細な分析を加える必要がある

といえる。さらに、物権法の諸原則に関す

る個別的な検討もまだ不十分であろう。意

思理論や法律行為論一般との関係、さらに

は契約法理論との接合など、問題点は多岐

にわたる。現在、多くの重要な立法活動が

行われていることが明らかにしているよ

うに、今後の研究者の作業として、解釈論

のみならず、立法論をも積極的に手掛けて

いく必要があるように思われる。

さらに付言するならば、今後の課題とし

て、物権債権峻別論の是非そのものについ

ての議論がより活発になされる必要があ

ると考えられる。その際には、法律論にお

いて重要な要素である意思と形式につい

て、とりわけ不動産取引の場面においては、

意思表示と登記の関係を明確に意識しつ

つ、物権債権峻別論の是非を検討していく

必要があると思われる。
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